
   綾瀬市訪問介護等利用者負担額減額特例措置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。） 

第８条第２項に規定する訪問介護若しくは同条第１６項に規定する夜間対応型訪問

介護又は第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち、介護

予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）

（以下「訪問介護等」という。）を利用する障害者の利用者負担額の減額について

特例の措置を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）によるホ

ームヘルプサ―ビスの利用において、境界層該当として利用者定率負担額が０円と

なっている者であって、６５歳到達日以前の１年間に障害者施策によるホームヘル

プサービス（居宅介護のうち身体介護又は家事援助に限る。）を利用していた者が

６５歳に到達し、法に規定する訪問介護等を利用するもの又は、４０歳から６４歳

までの障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する者をい

う。）で要介護認定又は、要支援認定を受け、法に規定する訪問介護等を利用する

もの 

２ 第６条の規定による定時認定の結果、前項に規定する要件を満たさなくなった者 

は、以後において要件を満たした場合も対象としない。 

 （負担割合） 

第３条 対象者が訪問介護等を利用したときは、介護費用のうち、利用者負担額の全

額を市長が負担するものとする。 

 （減額措置の申請） 

第４条 この減額措置を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、訪問介護

等利用者負担額減額申請書（第１号様式）に、福祉事務所長から交付される障害者

総合支援法における境界層対象者に該当する旨が記載された証明書（以下「境界層

対象者証明書」という。）を添えて市長に申請するものとする。 

 （減額の決定） 

第５条 市長は、前条の申請を受けたときは、境界層対象者証明書を確認の上、減額



の要否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書（第２号様式）により申請

者に通知するものとする。 

２ 市長は、減額を決定したときは、申請者に訪問介護等利用者負担額減額認定証

（第３号様式）を交付するものとする。 

（定時認定） 

第６条 市長は、前条の規定により減額の決定をした者について、毎年８月に境界層

対象者証明書の確認等により所得状況を確認するものとする。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年６月１日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前に行われた手続きその他の行為は、この要綱の規定によって

行われたものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第３条の規定は、この要綱の施行日以後のサービスの利 

 用から適用し、同日前のサービスの利用については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、 

平成１７年３月３１日から施行する。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年７月１日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前に行われた手続きその他の行為は、この要綱の規定によって 

行われたものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第３条の規定は、この要綱の施行日以後のサービスの利 

 用から適用し、同日前のサービスの利用については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月８日から施行し、改正後の綾瀬市訪問介護等負担額減

額特例措置要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第４条関係） 

訪問介護等利用者負担額減額申請書 

                               年  月  日 

 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

                        住 所 

                    申請者 氏 名 

                        電 話 

 

 次のとおり訪問介護等利用者負担額の減額を申請します。 

 減額の決定事務に当たり、申請者、配偶者及び同居者の状況を住民基本台帳により、

市民税の課税状況を課税台帳により、毎年８月の定時認定に当たり市民税の課税状 

況を課税台帳により確認することについて同意する。 

対象者 

ふりがな  被保険者番号  

氏  名  生年月日  

住  所  電  話  

障害者手帳        □有（     級  №     ）  □無 

 

 

 上記の申請について、次のとおり決定してよいでしょうか。 

 

□承認する 

 □承認しない （理由                         ） 

 

決  裁  欄 起 案   ・  ・ 公 印 

 
決 裁   ・  ・  

・ ・ 処 理   ・  ・ 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

訪問介護等利用者負担減額決定通知書 

 

                              年  月  日 

 

              様 

 

                        綾瀬市長       印 

 

    年  月  日付けで申請のありました訪問介護等利用者負担額減額申請に 

ついては、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 □ 承認する 

適用年月日       年   月   日 

 

有効期限        年   月   日 

 

公費受給者番号 

 □ 承認しない 

（理 由） 

 

 

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

（表面）  （裏面） 

訪問介護等利用者負担減額認定証 

注 
 

意 
 

事 
 

項 

一 

訪
問
介
護
若
し
く
は
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
又
は
第
一
号
訪
問
事
業
の
う

ち
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る
事
業
（
自
己
負
担
割
合
が
保
険
給
付
と

同
様
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
こ
の
認
定
証
を
事

業
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

二 

利
用
者
負
担
額
は
、
介
護
費
用
か
ら
表
面
に
記
載
さ
れ
た
給
付
率
を
差
し 

 

引
い
て
算
定
さ
れ
た
額
に
な
り
ま
す
。 

三 

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
制
度
の
要
件
に
該
当
し
な 

く
な
っ
た
と
き
、
又
は
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
帯
な
く 

こ
の
認
定
証
を
綾
瀬
市
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。 

四 

こ
の
認
定
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以 

 

内
に
こ
の
認
定
証
を
添
え
て
、
綾
瀬
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

五 

不
正
に
こ
の
認
定
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲 

 

役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。 

交付年月日       年  月  日  

受 

 

給 

 

者 

住   所       

フ リ ガ ナ       

氏   名        

生 年 月 日         年  月  日 

介 護 保 険 

被保険者番号 
          

 

適用年月日       年  月  日から  

有 効 期 限            年  月  日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担者番号         

受給者番号        

給 付 率      
特別対策      ／１００ 

保    険       ／１００  

発 行 機 関 名 

及  び  印 

保険者番号 １ ４ ２ １ ８ ２ 

 

       綾瀬市長  □印  

 


